
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画策定にかかる

状況把握に努めましょう！【状況把握編】

お問い合せ先 厚生労働省長崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:095-801-0050 FAX:095-801-0051

常時雇用する労働者が１０１人以上
３００人以下の事業主のみなさまへ



一般事業主行動計画とは

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
を行って、その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込ん
だ計画をいいます。

行動計画には、⒜計画期間、⒝数値目標、⒞取組内容、⒟取組の実施時期
の４項目を記載します。

【重要！】
行動計画の策定に当たっては、まず、状況把握と課題把握から始めましょう。

⒜計画期間…計画期間内に数値目標が達成できるよう、各企業の実情をふま
えて設定します。２～５年に区切り、定期的に進捗を確認しな
がら改定を行うのが望ましいでしょう。

⒝数値目標・⒞取組内容…課題分析の結果で選択したものを記載します。

⒟取組の実施時期…計画期間で、各取組を実施する時期を具体的に設定します。
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一般事業主行動計画例について

※左図は行動計画の例です。



一般事業主が行うべきこと

ステップ１：自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析①

・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目（必ず把握
すべき項目）を用いて把握してください。

・把握した状況から自社の課題を分析してください。

【４つの基礎項目】

２．男女の平均継続勤務年数の差異（区）

１．採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）

１ 一般事業主行動計画の策定・届出

４．管理職に占める女性労働者の割合

３．労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

厚生労働省が作成した「行動計画策定入力支援ツール」（Excelファイル）
を行動計画作成の際にぜひご活用ください！！



用語解説 「雇用管理区分」について

▶▶ 雇用管理区分とは

職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって､当該区分
に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇
用管理を行うことを予定して設定しているものです。雇用管理区分が
同一かの判断にあたっては、従事する職務の内容、人事異動（転勤、
昇進・昇格を含む）の幅や頻度において他の区分に属する労働者との
間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断します。

例：① 総合職、エリア総合職、一般職

② 事務職、技術職、専門職、現業職

③ 正社員、契約社員、パートタイム労働者など



一般事業主が行うべきこと

【基礎項目】

1.採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）

１ 一般事業主行動計画の策定のうち、４つの基礎項目による状況把握

【計算方法】

直近の事業年度の女性の採用者数（中途採用含む） ÷

直近の事業年度の採用者数（中途採用含む）×１００（％）

※把握が難しい雇用管理区分については、「労働者に占める女性労働
者の割合」で代替することができます。



一般事業主が行うべきこと

【基礎項目】 1.採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）

１ 一般事業主行動計画の策定のうち、４つの基礎項目による状況把握

＜参考＞ 雇用管理区分に分けることの意味

女性 男性

営業職 ０人 ８人

事務職 １０人 ２人

Aだと採用についてやるべきことはないが、Bだとやるべきこと
が明らかになってくる！

※ しかし、中身をよく見てみると ⇒ ⇒ ⇒

半分は女性だ！ ・・・A

営業職の女性は採用できていない！・・・B

例 令和２年度の採用者数 女性１０人 男性１０人 合計２０人

⇒ ⇒ ⇒ 女性の割合は
𝟏𝟎（人）
𝟐𝟎（人）

×100=50％



一般事業主が行うべきこと

【基礎項目】

2. 男女の平均継続勤務年数の差異（区）

※期間の定めのない労働契約を締結している労働者及び同一の使用者

との間で締結された２以上の期間の定めのある労働契約の契約期間を

通算した期間が５年を超える労働者が対象です。

１ 一般事業主行動計画の策定のうち、４つの基礎項目による状況把握



一般事業主が行うべきこと

【基礎項目】

3. 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

【計算方法】
「各月の対象労働者の（法定時間外労働＋法定休日労働）の総時間数の合計」

÷「対象労働者数」
これにより難い場合は
［「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」―「各月の法定労働時間の合計＝
（４０×各月の日数÷７）×対象労働者数」］ ÷「対象労働者数」

※ 非正規雇用労働者も含めた全労働者の労働時間（高度プロフェッショナル制度の適用を受け
る労働者（労働基準法第４１条の２第１項）については、健康管理時間）の状況を把握する必
要があります。
なお、事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者（労働基準法第３８条の２第１項）、
専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者（労働基準法第３８条の３第１項）、企画業務型
裁量労働制の適用を受ける労働者（労働基準法第３８条の４第１項）、管理監督者等（労働基
準法第４１条）、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者、短時間労働者（パー
ト・有期雇用労働法第２条）は、それ以外の労働者と区分して把握して下さい。

１ 一般事業主行動計画の策定のうち、４つの基礎項目による状況把握



一般事業主が行うべきこと

【基礎項目】

4. 管理職に占める女性労働者の割合

【計算方法】

女性の管理職数÷管理職数×１００（％）

「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」にある労働
者の合計をいいます。

「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者です。
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、２係以上の組織からなり、若し
くは、その構成員が１０人以上（課長含む）の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び
責任の程度が「課長級」に相当する者

（ただし、一番下の職階ではないこと）

１ 一般事業主行動計画の策定のうち、４つの基礎項目による状況把握



一般事業主が行うべきこと

事業主にとって課題があると判断された事項については、選択項目（必要に
応じて把握する項目（下の表のうち基礎項目である下線以外の項目））を活
用し、原因の分析を深めることが有効です。

（注）（区）の表示のある項目については､雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

② 職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率(区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(区)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・労働者の一月当たりの平均残業時間(区) (派)

・有給休暇取得率

・有給休暇取得率(区)

１ 一般事業主行動計画の策定のうち、選択項目による状況把握

（派）の表示のある項目については、派遣労働者の役務の提供を受ける場合には、
派遣労働者を含めて把握を行うことが必要です。



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

12

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「説明」 シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

13

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「説明」 シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

14

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「説明」 シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

15

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「正社員STEP１」 シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

16

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「正社員STEP２」（タイプ③） シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

17

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「正社員STEP２」（タイプ③） シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）
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【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「正社員STEP２」（タイプ③） シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

19

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 「正社員STEP２」（タイプ③） シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

20

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 目標例・取組内容例 シート



一般事業主行動計画策定入力支援ツールについて（ご案内）

21

【厚生労働省HPに電子データ（Excelファイル）があります。】

▶▶ 目標例・取組内容例 シート



一般事業主行動計画例について

※左図は行動計画の例です。



一般事業主が行うべきこと

１ 一般事業主行動計画の策定・届出

ステップ２：一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ１を踏まえて、(a)計画期間、(b)１つ以上の数値目標、

(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ
一般事業主行動計画を策定してください。

・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ３：一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等室

へ届け出てください。(電子申請、郵送、持参)

ステップ４：取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の

実施状況を点検・評価してください。



一般事業主行動計画策定届の記入例

※左図は

「一般事業主行動計画策定届」

１枚目の記入例です。



女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定にかかるパンフレットについて

25

２０２１年３月発行のこちらの
パンフレットをご覧ください！

【厚生労働省HPに電子データ
もございます。】



参考データ等の掲載箇所について

お問い合せ先 ： 厚生労働省長崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:095-801-0050 FAX:095-801-0051

上記の特集ページには、「行動計画策定入力支援ツール」（Excelファイル）
や策定届の様式等がございます。行動計画作成の際にぜひご活用ください！！

＼女性活躍推進法特集ページ／
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

▶女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ホームページ
（女性活躍推進法特集ページ）もぜひご覧ください。

令和３年８月作成


